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１．ＥＰＡ／ＦＴＡとは何か 
EPA (Economic Partnership Agreement, 経済連携協定） 

ＦＴＡ （Free Trade Agreement, 自由貿易協定） 

１ 



最恵国待遇（原則） 

Ｗ Ｔ Ｏ 

（他の全ての加盟国に対し、関税を等しく適用） 

特定の地域のみで関税撤廃 
（参加国以外は優遇しない） 

自由貿易協定 
 （ＦＴＡ） 例外 自

由
化
度 

高 

ＷＴＯにおける原則  ＦＴＡを結んだ場合 

ＷＴＯ協定上の条件 
「実質上全ての貿易」を自由化
する（先進国を含むＦＴＡの場合） 

日本 

中国 

米国 

タイ 

5% 5% 

※日タイEPAの場合 

日本 

中国 

米国 

タイ 

0% 

全ての国に同じ関税率 特恵税率 

ＷＴＯ（世界貿易機関）とＦＴＡ（自由貿易協定）の関係 

*図は物品貿易の場合 
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5% 5% 
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日・タイＥＰＡ 

２．投資動向 
     

高いレベルで推移し、日系企業の生産拠点・輸出基地として発展。 
・  日系企業は自動車・同部品、電気・電子機器などの製造業を中心に、東ア

ジアにおける生産・供給ネットワークを強化。 

・  特にタイは輸出拠点として重要な地位を獲得しつつある：EPAを活用して
日本から安く輸入した部品を用いてタイで製造、完成品を第３国とのFTA

を利用して輸出 

３ 

（２００７年１１月発効） 

＜二国間直接投資（国際収支ベース）＞ 

１．物品貿易 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
関税撤廃の効果の例 
   

（１）日本からタイへの輸出 
・自動車部品【原則5～7年で関税撤廃】 
2006年 1,768.7億円 → 2011年 2,402.5億円（35.8%増） 
・りんご【発効時に関税撤廃】 
2006年 1.0億円 → 2011年 1.3億円（34.9%増） 
 
（２）タイからの輸入 
・エビ調製品（すしエビ、むきエビ等） 【発効時に関税撤廃】 
2006年 119.3億円 → 2011年 177.3億円（48.6%増） 
・エビ調製品（エビフライ等） 【発効時に関税撤廃】 
2006年 148.0億円 → 2011年 162.2億円（9.6%増） 
・マンゴー 【発効時に関税撤廃】 
2006億円 4.9億円 → 2011年 7.5億円（1.5倍） 

３．サービス貿易の動向 
   

＜対タイ サービス収支の推移（受取及び支払）＞ 
（億円） 
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日本からタイへの主な輸出品目：一般機械、電気機器、鉄鋼等 
日本のタイからの主な輸入品目：電気機器、一般機械、化学製品、魚介類及び同調製品等 
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日・マレーシア経済連携協定 

譲許表の例 

４ 



日・マレーシア経済連携協定 

５ 

マレーシア側譲許表 品目別規則 



ＴＰＰ交渉で扱われる分野  

・ ＴＰＰ協定交渉では２１の分野が扱われている。 

・ そのうち、我が国がこれまでの投資協定・経済連携協定において独立の分野 
  として扱ったことがないのは「環境」、「労働」、「分野横断的事項」の３分野。 

（１）物品市場アクセス
（作業部会としては、農業、

繊維・衣料品、工業）

物品の貿易に関して、関税の撤廃
や削減の方法等を定めるとともに、
内国民待遇など物品の貿易を行う
上での基本的なルールを定める。

（２）原産地規則

関税の減免の対象となる
「締約国の原産品（＝締約国
で生産された産品）」として認
められる基準や証明制度等
について定める。

（３）貿易円滑化

貿易規則の透明性の向
上や貿易手続きの簡素
化等について定める。

（４）ＳＰＳ（衛生植物検疫）

食品の安全を確保したり、
動物や植物が病気にかか
らないようにするための措
置の実施に関するルール
について定める。

（５）ＴＢＴ（貿易の技術的障害）

安全や環境保全等の目的か
ら製品の特質やその生産工程
等について「規格」が定められ
ることがあるところ、これが貿
易の不必要な障害とならない
ように、ルールを定める。

（６）貿易救済(セーフガード等)

ある産品の輸入が急増し、国内
産業に被害が生じたり、そのおそ

れがある場合、国内産業保護のた
めに当該産品に対して、一時的に
とることのできる緊急措置（セーフ
ガード措置）について定める。

（７）政府調達

中央政府や地方政府等に
よる物品・サービスの調達に

関して、内国民待遇の原則や
入札の手続等のルールにつ
いて定める。

（８）知的財産

知的財産の十分で効果
的な保護、模倣品や海賊

版に対する取締り等につ
いて定める。

（９）競争政策

貿易・投資の自由化で
得られる利益が、カルテル

等により害されるのを防ぐ
ため、競争法・政策の強
化・改善、政府間の協力
等について定める。

サービス

（１０）越境サービス

国境を越えるサービスの提
供（サービス貿易）に対する無
差別待遇や数量規制等の貿
易制限的な措置に関するルー
ルを定めるとともに、市場アク
セスを改善する。

サービス （14）電子商取引

電子商取引のための環
境・ルールを整備する上

で必要となる原則等につ
いて定める。

（15）投資

内外投資家の無差別原
則（内国民待遇、最恵国

待遇）、投資に関する紛争
解決手続等について定め
る。

（16）環境

貿易や投資の促進のために
環境基準を緩和しないこと等を
定める。

（11）一時的入国 （12）金融サービス （13）電気通信

貿易・投資等のビジ
ネスに従事する自然
人の入国及び一時的
な滞在の要件や手続
等に関するルールを
定める。

金融分野の国境
を越えるサービス
の提供について、
金融サービス分野
に特有の定義や
ルールを定める。

電気通信の分野に
ついて、通信インフ
ラを有する主要な
サービス提供者の義
務等に関するルール
を定める。

（17）労働

貿易や投資の促進のため
に労働基準を緩和すべきで
ないこと等について定める。

（18）制度的事項

協定の運用等について当事国間
で協議等を行う「合同委員会」の設

置やその権限等について定める。

（19）紛争解決

協定の解釈の不一致等
による締約国間の紛争を

解決する際の手続きにつ
いて定める。

（20）協力

協定の合意事項を履行
するための国内体制が不

十分な国に、技術支援や
人材育成を行うこと等につ
いて定める。

（21）分野横断的事項

複数の分野にまたがる規制
や規則が、通商上の障害にな
らないよう、規定を設ける。

６ 



２．日本のＥＰＡ政策 

７ 



・ASEAN諸国を中心に１４カ国・地域とのEPAが発効済・署名済。 
・発効済・署名済ＥＰＡ相手国との貿易総額に占める割合は２２．６％。（米：４０％，韓：４０％，ＥＵ：３０％） 

・発効済・署名済ＥＰＡに加えて交渉中ＥＰＡ相手国との貿易総額に占める割合は８４．２％。 

日本の貿易総額に占める国・地域の
貿易額の割合（小数点第2位四捨五入） 

※GCC: 湾岸協力理事会(Gulf Cooperation Council) 
（アラブ首長国連邦，バーレーン，サウジアラビア，オマーン，カタール，クウェート） 

出典 ： 財務省貿易統計（２０１３年），ただし，米，韓，ＥＵについては， 

ＩＭＦ Direction of Trade Statistics (June 2014)  
（各国の貿易額の比率については，小数点第３位四捨五入） 
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０３年 ０４年 ０５年 ０６年 ０７年 ０８年 ０９年 ２０１０年 ２０１１年 ２０１２年 ２０１３年 ２０１４年 

豪州 
 
 

４月 

交渉開
始 

１２月 第１３回交渉会合 ２月 第１４回交渉会合 
４月 第１５回交渉会合 
６月 第１６回交渉会合 

４月 大筋合意 
７月 署名 

日ＡＳＥＡＮ 
包括的経済

連携 
（AJCEP） 

物品貿
易等が
妥結 

３月，１０月 合同委員会 ４月  合同委員会 
１０月 合同委員会 

１２月 サービス章・投資章本体につき実質合意                

３月 合同委員会 

モンゴル 

６月 共同研究
開始 

３月 共同研究完了 ３月  日モンゴル首脳会談 
     （交渉開始で一致） 
同月  交渉準備会合 
６月   第１回交渉会合 
１２月  第２回交渉会合 

４月  第３回交渉会合 
７月  第４回交渉会合 
１２月 第５回交渉会合 

４月 第６回交渉会合 
６月 第７回交渉会合 
７月 大筋合意 

カナダ 

３月 共同研究開始 

 

３月  共同研究完了 
同月 日加首脳会談（交渉開始で一致） 
７月  交渉準備会合 
１１月 第１回交渉会合 
 

 ４月 第２回交渉会合 
 ７月 第３回交渉会合 
１１月 第４回交渉会合 

３月  第５回交渉会合 
７月  第６回交渉会合 
１１月 第７回交渉会合 
 

コロンビア 

１１月 共同研究開始 ７月  共同研究完了 
９月  日コロンビア首脳会談 
    （交渉開始で一致） 

１２月 第１回交渉会合  

５月      第２回交渉会合 
１０～１１月 第３回交渉会合  

２月  第４回交渉会合 
５月  第５回交渉会合 
７月  第６回交渉会合 
９月  第７回交渉会合 
１０月 第８階交渉会合 

日中韓 

５月 共同研究
開始 

１２月 共同研究完了 【参考：３月 日中韓投資協定大筋合意】 
５月 日中韓サミット （年内の交渉開始 
      で合意） 
１１月日中韓経済貿易大臣会合 
    （交渉開始を宣言） 

２月     交渉準備会合 
３月     第１回交渉会合 
７～８月  第２回交渉会合 
１１月          第３回交渉会合 

３月   第４回交渉会合 
９月   第５回交渉会合 
１１月  第６回交渉会合（予定） 

ＥＵ 

４月 共同検討
作業を開始 

５月 交渉のためのプロセスを 
    開始 

７月 交渉の大枠を定めるスコー 
   ピング作業の終了 
11月 外務理事会が欧州委員会 
   の交渉権限を採択 
 

３月  日ＥＵ首脳電話会談（交渉開始を決定） 
４月   第１回交渉会合 
６月   第２回交渉会合 
１０月  第３回交渉会合 

１月             第４回交渉会合 
３月～４月 第５回交渉会合 
７月             第６回交渉会合 
１０月          第７回交渉会合 

東アジア地域 

包括的経済
連携 

（ＲＣＥＰ※） 

９月 ＣＥＰＥ
Ａ※及びＥＡＦ
ＴＡ※につい
て議論開始  

１１月 ＡＳＥＡＮ関連首脳会議 
（ＣＥＰＥＡ及びＥＡＦＴＡの提案 
を踏まえＲＣＥＰの枠組みを 
採択） 

１１月 ＡＳＥＡＮ関連首脳会議
（交渉立ち上げを宣言） 

２月 交渉の準備のための会合 
５月 第１回交渉会合 
８月 閣僚会合 
９月 第２回交渉会合 

 
 
  

１月        第３回交渉会合 
３～４月 第４回交渉会合 
６月        第５回交渉会合 
１２月     第６回交渉会合（予定） 

TPP 

１１月 交渉参加に向けた 
   協議開始の意向表明 

 ２月 日米首脳会談（日米の共同声明発出） 
 ４月 日米協議合意，ＴＰＰ閣僚会合 
 ７月 第１８回交渉会合（日本参加） 
 ８月 第１９回交渉会合 
１０月 ＴＰＰ首脳会合・閣僚会合 
１２月 ＴＰＰ閣僚会合 

２月  ＴＰＰ閣僚会合 
５月  ＴＰＰ閣僚会合 
１０月 ＴＰＰ閣僚会合 
１１月 ＴＰＰ首脳・閣僚会合 
 

トルコ 
１１月 共同研究開始 ７月 共同研究完了 １月 日トルコ首脳会談 

   （交渉開始で一致） 

韓国 

５月    第２回局長級事前協議 
１０月  日韓首脳会談 
     （交渉再開に必要な実務的 
       作業を本格的に行うことで一致） 

ＧＣＣ（※） ５月 

準備
会合 
９月 

交渉
開始 

 

３月 
第４回 

中間
会合 

交 渉    

産官学共同研究 交 渉    

共同検討作業 交渉のためのプロセス 

交渉開始の準備作業 

政府間共同研究 

政府間での議論・検討 

産官学共同研究 

交渉  交渉中断中 

２００４年１１月 
交渉中断 

準備 
会合 交 渉    交渉延期 

ＧＣＣ側がＦＴＡ政策全体
の見直しを始めたため， 

交渉を延期 

４月 １２月 

産官学共同研究 

※ＲＣＥＰ＝現時点ではＡＳＥＡＮ１０ヵ国＋６ヵ国（日中韓豪ＮＺ
印）が参加 
ＣＥＰＥＡ＝ＡＳＥＡＮ＋６の広域経済連携構想 
ＥＡＦＴＡ＝ＡＳＥＡＮ＋３の広域経済連携構想 

 

※ ＧＣＣ＝湾岸協力理事会：サウジアラ
ビア，カタール，クウェート，アラブ首長国
連邦，バーレーン，オマーンで構成。 

準備会合 

準備会合 交 渉    

産官学共同研究 

 交  渉                   交  渉（サービス・投資） 
発効 

サービス章・投資
章の継続交渉 
開始 

７月 

政府間 
第一次共同研究 

政府間 
第二次共同研究 

交 渉    

交 渉    

交 渉    

交 渉    参加に向けた協議 

※ＴＰＰ＝環太平洋パートナーシップ 

  現時点で米，豪，日本，ペルー，ベトナム，マレーシ
ア，メキシコ，カナダ，シンガポール，ＮＺ，チリ，ブル
ネイの１２カ国が参加 

EPA・FTA交渉等の現状 

交 渉    

署名 

交渉開始の準備作業 

９ 



・日本の主要貿易相手国（米国、ＥＵ）とのＥＰＡ／ＦＴＡの取組が遅れているのに対し，韓国はこれらの国々とのＥＰＡ／ＦＴＡを積極的に推進。 

・日本のＦＴＡ比率が２３％であるのに対し，米韓は４０％，ＥＵ３０％。 

注１：IMF Direction of Trade Statisticsにデータのない台湾は除外して算出。 注２：ＥＰＡ/ＦＴＡの数及びＦＴＡ比率には関税同盟、欧州経済領域（ＥＥＡ）を含む。ＥＵとＦＴＡ／ＥＰＡを締結している国の
うちIMF Direction of Trade Statistics(June 2013)にデータのないアンドラ，サンマリノ，モナコ，パレスチナ，リヒテンシュタインを除いて算出。  

表中の注（A：二国間以外の協定，B：現状，C：対象国） 

A1：日中韓FTA A2：RCEP A3：TPP A4：EFTA A5：NAFTA A6： 関税同盟 

B1：延期 B2：大筋合意 B3：交渉の実質的妥結を宣言 B4：交渉妥結を宣言 B5：中断中 B6：交渉終結に合意 B7：中断中（非公式協議のみ継続中） 

C1：星・馬・ﾀｲ・尼・ﾌﾞﾙﾈｲ・比・越 C2：星（◎）・尼・越（△） C3：星 C4：星（◎）・馬（△） C5：星・ﾀｲ・越・馬 C6：ﾊﾞｰﾚｰﾝ・ｵﾏｰﾝ（◎）・UAE（△） 

各国のＥＰＡ／ＦＴＡの進捗状況 

各国との
個別の取組

各国との
個別の取組

A1，A2 A1，A2 A3 C1 A2 A2，A3 A2，A3 A3 A3 A3 A3 B1 B2

A1，A2 B3 C2 A2 A2，B4 A4

注１ A1，A2 B3 C3

A3 C4 A3 A3 A3，A5 A3，A5 A3 A3 C6

注２ B5 C5 B6 B7 A6

-

◎ ◎ △ - ◎-

-

- ◎ ◎ - ○ △-

△ ◎ ◎ ◎

◎

△

- ◎ ◎

-

-

◎◎
△

- -

-

- -

◎

トルコチリ ペルー ｺﾛﾝﾋﾞｱ スイス モンゴル
ＡＳＥＡＮ

インド 豪 ＮＺ カナダ メキシコ
GCC

△ △

日本 韓国 中国 米国 ＥＵ

◎ △△ △

FTA比率

（2013年）

ＥＰＡ／
FTAの数
（発効済・
署名済）

-

- -

24%

△

○◎ ◎ ◎ ◎ △ ○ △ ◎ ◎ ○ ◎ △

◎ ◎ ◎ △◎○

37
30%

（域内含
むと

75%）

△ ◎ △ -

ＥＵ
△△
△△

△-△ ◎ △ △

◎△

日本 14 23%

12

韓国

米国 14 40%

◎◎◎
◎◎
◎◎

◎

△

△ △ ◎- -

△ △ △ ◎

12 40% △

◎

◎ -

-

中国

◎△△

△ ◎ ◎

EPA／FTA取組状況：△（交渉中又は交渉入りを宣言），○（署名済），◎（発効済） FTA比率：ＦＴＡ相手国（発効済国及び署名済国）との貿易額が貿易総額に占める割合。 

（注）複数のＥＰＡ／ＦＴＡ交渉に参加している場合は，最も進んでいる取組状況を記載。  

出典：財務省貿易統計（２０１３年），ＩＭＦ Direction of Trade Statistics (June 2014) ，数字は小数点第一位四捨五入。   



　
米星 米チリ 米豪 米ペルー 米韓 韓ＥＵ ＥＵ・チリ 中チリ 中ＮＺ 中星

(ＮＺ側） (星側）

(米側）　（星側） (豪側） (EU側）

(ペルー側） （米側）

・水産品 約　５５ (米側） （韓側） （韓側） (チリ側） （チリ側）

・脱脂粉乳，ホエイ，バターなど乳製品 約１１０

・コメ，小麦，大麦，でんぷん等穀物 約　７０ (中国側） (中国側） (中国側）

・てんさい糖など糖類 約　１０

・穀物，ミルク等の調製品 約１３０ 等 　　(米側）

約３６０タリフライン

農林水産品　約３２０タリフライン

・肉類（牛，豚，鶏等），肉調整品 約４０ ・パイナップル・トマト等の調製品　 約１５

・チーズ等乳製品　 約２０ ・落花生，植物性油脂等　 約３０

・さけ，まぐろ等水産品　 約４０ ・糖類・調整食料品 約１００

・とうもろこし，でんぷん，穀粉等 約２５ ・合板　 約３０

農林水産品　約１３０タリフライン

・肉類（牛，豚，鶏等），肉調整品 約６０

・パイナップル，トマト等の調製品　 約１５

・糖類・調整食料品 約１０　　等 (EU側）

日フィリピン

　　日タイ (88.4%)

　(87.2%)

日ペルー（87.0%)

    日インドネシア  日ベトナム

（86.6%） (86.5%)

日メキシコ 　日チリ 日インド

(86.0%) 　(86.5%) 日スイス(85.6%) (86.4%)

日ブルネイ

(84.6%)

日シンガポール

(84.4%)

                            

自由化率

日マレーシア

約４５０タリフライン

農林水産品　約４００タリフライン

(2005年1月
発効）

(2009年2月
発効）

ＭＦＮ無税（国
家貿易，関税
割当枠内無税
を除く）

主要貿易国間の最近のＦＴＡ

日本のＥＰＡ
（既存ＥＰＡにおける対応）

　　約３，６４０タリフライン(鉱工業品　３，１５０タリフライン，農水産品約４９０タリフライン）

(2007年6月
署名）

(20011年
7月発効）

(2003年発
効）

(2006年10
月発効）

(2006年10
月発効）

(2009年1月
発効）

鉱工業品　５５タリフライン

鉱工業品　４０タリフライン

(86.8%)

「除外」以
外の対応を
したことが
ない

自由化率

日本のＥＰＡと米・ＥＵ等のＦＴＡの自由化率（注）比較

常に関税撤
廃

(米側）　（チリ側）

関税撤廃を
したことがな
い
(約９４０タリ
フライン）

「再協議」ま
たは「スタン
ドスティル」
としたことが
ある

関税撤廃を
したことがあ
る

関税削減，関
税割当をした
ことがある

(タリフライン数
(HS9桁））

(2004年1月
発効）

（2004年1
月発効）

ただし、将来的に実質的に自

由化されるものも含めれば
99.0%

100%

約95%

約90%

約73%

約40%

0%

約3,640

約6,580

約8,100

約9,000 100%

約95%

約90%

（注）

本表は，タリフラインベースの自由化率（１０年以内に関税撤廃を行うタ

リフラインが全タリフラインに占める割合を示したもの）

但し，我が国のＥＰＡについて，貿易額ベースの自由化率（１０年以内

に関税撤廃を行う品目が輸入額に占める割合）を見ると概ね９０％以

上を達成。日ブルネイ及び日スイスとのＥＰＡでは，９９％以上，日シン

ガポール，日マレーシア，日ベトナム，日インドとのＥＰＡでは約９５％。

日本のＥＰＡと米・ＥＵ等のＦＴＡの自由化率（注）比較 
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輸出入ともに、概ね増加 
  リーマンショックなど世界的な不況により一時的に減少したものの、その後回復基調 
  

（ただし、各国及び世界的な景気動向をはじめ、様々な要因が貿易に影響を及ぼすため、輸出入額
の変動からＥＰＡの効果のみを取り出すことは困難）   

  

関税を撤廃/削減した品目の貿易量が増加 
多くの国に対して、乗用車、自動車部品、熱延/冷延鋼板等の輸出が増加、日本への輸
入が増加した品目は相手国により様々。 
  

（ただし、関税撤廃/削減品目が両国間の貿易額に占める割合は様々であり、貿易全体に必ずしも
大きな影響を及ぼすとは限らない。） 
   

経済連携協定の効果     

経済連携協定（ＥＰＡ）の貿易への効果 

例①日本からインドネシアへの輸出 
・自動車部品【大部分について2012年までに関税撤廃】 
2007年 687.1億円 → 2011年 1,287.0億円（87.3%増） 

例②日本からチリへの輸出 
・熱延/冷延鋼板【10年又は12年で関税撤廃等】 
2006年 2.8億円 → 2011年 5.7億円（2.1倍） 
・乗用車【発効時に関税撤廃】 
2006年 645.7億円 → 2010年 928.3億円（43.8%増） 

例③日本からメキシコへの輸出 
・熱延/冷延鋼板【特定業種向け等は発効時に、その他は10年以内
に関税撤廃】 
2004 年 67.1億円 → 2011年 186.3億円 （2.8倍） 
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サービスに関する規制等の自由化、投資規制等の自由化、規制の透明性の確保等  

 → サービス貿易の増加、直接投資案件の増加 
（注） 第１モード（国境を越える取引）、第２モード（海外における消費）、第４モード（供給者の海外への移動）は概

ねサービス収支に計上、第３モード（業務拠点の移動を通じてのサービス提供）は直接投資統計に計上される。 
  

ＥＰＡの投資・サービス貿易への効果 

   

２０１１年度にＥＰＡの特恵税率を利用して輸出した件数：約１２万件 
     →EPAが発効した国の数の増加に加え、１か国あたりの利用件数が年々増加 
＜日本からの輸出＞ 

・ 輸出先の関税撤廃/削減により、輸出品の価格競争力が強化 → 輸出先におけるシェア拡大 
・ 現地日系企業の部品調達において、関税分の支出が不要 → 最終製品の価格競争力の向上 
 
＜相手国からの輸入＞ 
・ 関税の撤廃/削減により、消費財の価格が低下→消費者の実質的購買力が向上、選択の幅が広がる 
・ 日本企業は、原材料・中間財をより低価格で調達可能→外国企業・製品との比較で価格競争力が向上  

関税撤廃/削減のメリット 
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物品貿易、サービス貿易、投資の増加には、関税撤廃/削減、サービス・投資の自由化に
加えて、ＥＰＡの様々な分野の規定が役立っている。 

  

［知財］ 模倣品・海賊版対策の強化・改善 

→ 我が国企業の知的財産を保護、経済的利益の損失を防ぐ 

［商用関係者の移動］ ビジネス関係者の入国/滞在の許可を確保、手続の透明性向上や簡素化 

→ ビジネス関係者の活動が容易になる 

［税関手続］ 税関手続きの簡素化、迅速化 

→ 貿易手続のコスト(人材、費用等）が軽減、特に人員の少ない中小企業の貿易を促進 

［ビジネス環境整備］ 進出先で企業が直面する様々な問題を改善・解決するため協議の場を設置 

→ 企業の問題解決を支援 

例）日本の医療機器承認／認証制度の同等性認証(日メキシコＥＰＡ）  

２０１２年２月 メキシコ政府は、医療機器について、日本の薬事法に基づく医療機器承認/認証制度とメキシコの衛
生登録制度の同等性を一方的に認める。これにより、日本で認可を得た医療機器については、メキシコでの登録手
続を簡素化→ メキシコにおける日本の医療機器導入の円滑化に期待 

その他の分野におけるＥＰＡの規定とその効果（例） 
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ＦＴＡの広域化：最適なサプライチェーンの構築 
経済産業省
作成資料 



東アジアにおけるサプライチェーンの高度化 

活用事例①電機・電子機器メーカー 

・東アジア全域に生産・販売ネットワークを展開し、部品・完成品を融通。 

・社内に「ＦＴＡ活用推進プロジェクト」を立ち上げるなど、ＥＰＡの利用体制を整備。日本
のＥＰＡだけでなく第三国間ＦＴＡも積極的に利用。 
・アセアン域内での売上げ約300億円のうち、関税削減メリットは約53億円。 

活用事例②シートベルト・メーカー 

・日本産の原料をタイでシートベルトに加工し、ＡＳＥＡＮ域内、中国、インドに出荷。日タ
イＥＰＡ、ＡＦＴＡ、中アセアンＦＴＡ等、複数のＦＴＡを利用。 
・インド市場における競争力を高めるため、印アセアンＦＴＡの利用も検討中。 

活用事例③自動車部品メーカー 

・日本やアセアンの機械や部品を使って、タイで自動車部品を製造。日タイＥＰＡやＡＦＴ
Ａを利用。 
・日タイＥＰＡ利用による関税削減メリットは、約3,300万円（経済危機前の目標値は、約
6,600万円）。 

活用事例④エレベーター・メーカー 

・日本や中国等の部品を使って、タイでエレベーターを製造。アセアン諸国、インド、中東
をはじめ世界73ヶ国に出荷。日アセアンＥＰＡやＡＦＴＡを利用。 
・ＦＴＡ利用による関税削減メリットは、約１億円。 
・中アセアンＦＴＡ、印アセアンＦＴＡにも関心あり。 １６ 
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ニュージーランド

米国

チリ
オーストラリア

ペルー

ベトナム

マレーシア

TPP

メキシコ

カナダ

ブルネイ

シンガポール

日本

2006年        シンガポール，ＮＺ，チリ，ブルネイから成る「Ｐ４」が発効。 
2008年 9月 米国が交渉開始意図表明。 
2010年 3月 米，豪，ペルー，越を加え８カ国で交渉開始。 
    同 10月 マレーシアが交渉参加。計９カ国に。 
2011年 11月 日本，カナダ，メキシコが交渉参加に向けた協議開始の意向表明。 
2012年 10月  メキシコ，カナダが交渉参加。計１１カ国に。 
2013年 ７月 日本が第１８回交渉会合に参加し計１２カ国に。 
 ※韓国，タイ，フィリピン，台湾等の国・地域も関心を示しており，中国もＴＰＰについて「開放的な態度」とし，将来的な参

加の可能性を排除していない。 

世界全体のＧＤＰにＴＰＰ交渉 
参加国が占める割合（２０１１年） 

■ＴＰＰ交渉参加国  ： ３８．０％ 
■その他の 国・地域 ： ６２．０％ 

【出典】IMF World Economic Outlook 
              Database, April 2013 

環太平洋パートナーシップ（ＴＰＰ）協定 

米国；21.5% 
カナダ；2.5% 

豪州；2.1% 

メキシコ；1.6% 

マレーシア；

0.4% 
その他のTPP交

渉参加６カ国

（NZ、ブルネイ、

ベトナム、シンガ

ポール、ペ

ルー、チリ）；
1.4% 

日本；8.4% 

その他の国・

地域 
62.0% 
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１．高い水準の自由化が目標 
  アジア太平洋自由貿易圏（FTAAP）に向けた道筋の中で実際に交渉中のものであり，アジア太平洋地域における高い水準の自由化が目標。 
 
２．非関税分野や新しい分野を含む包括的な協定 
  ＦＴＡの基本的な構成要素である物品市場アクセス（物品の関税の撤廃・削減）やサービス貿易のみではなく，非関税分野（投資，競争，知的財産，

政府調達等）のルール作りのほか，新しい分野（環境，労働，分野横断的事項等）を含む包括的協定として交渉されている。 
 

交渉会合・首席交渉官会合日程 

           環太平洋パートナーシップ（ＴＰＰ）協定    （２０１４年１１月１０日現在）     

２０１０年１１月 ＴＰＰ協定交渉参加国首脳会合（於：日本・横浜（ＡＰＥＣ首脳会議）） 

 

２０１１年 ５月 ＴＰＰ閣僚会合（於：米国・モンタナ（ＡＰＥＣ貿易担当大臣会合）） 

２０１１年１１月 ＴＰＰ首脳会合（於：米国・ホノルル（ＡＰＥＣ首脳会議））「協定の「大まかな輪郭」に合意」 

 

２０１２年 ６月 ＴＰＰ閣僚会合（於：ロシア・カザン（ＡＰＥＣ貿易担当大臣会合）） 

２０１２年 ９月 ＴＰＰ閣僚会合（於：ロシア・ウラジオストク（ＡＰＥＣ閣僚会議）） 

 

２０１３年 ４月 ＴＰＰ閣僚会合（於：インドネシア・スラバヤ（ＡＰＥＣ貿易大臣会合））共同声明（仮訳・抜粋）          

   「貿易大臣は、センシティブな懸案事項への解決策を見出し、高い水準で野心の高い包括的な協   

     定というＴＰＰ首脳の目標を今年達成するべく、今後数ヶ月の自身の関与を強めていくことを約束し

     た。」 

２０１３年 ８月 ＴＰＰ閣僚会合（於：ブルネイ・バンダルスリブガワン） 

２０１３年１０月 ＴＰＰ首脳会合・閣僚会合（於：インドネシア・バリ（ＡＰＥＣ首脳会議・閣僚会議）） 

２０１３年１２月 ＴＰＰ閣僚会合（於：シンガポール） 

 

２０１４年 ２月 ＴＰＰ閣僚会合（於：シンガポール）共同プレス声明（仮訳・抜粋） 

   「最終的な協定に向けた更なる躍進を遂げた。（中略）できる限り早期に結論を得るために努力してい

     る。」 

２０１４年 ５月 ＴＰＰ閣僚会合（於：シンガポール）共同プレス声明（仮訳・抜粋） 

   「交渉を妥結させるために何が必要かについて共通の見解を確立した。（中略）今後数週間に渡り、集中的

    な取り組みの道筋を決定した。」 

２０１４年１０月 ＴＰＰ閣僚会合（於：豪州・シドニー）閣僚声明（仮訳・抜粋） 

   「野心的で包括的な高い水準のバランスの取れた協定の全体像が具体化しつつあると考えている。」 

２０１４年１１月 ＴＰＰ首脳会合・閣僚会合（於：中国・北京（ＡＰＥＣ首脳会議・閣僚会議））首脳声明（仮訳・抜粋） 

   「終局が明確になりつつあることを受けて，我々は，閣僚及び交渉官に対し，（中略）この協定を妥結する

    ことを最優先とすることを指示した。」 

首脳・閣僚会合 

ＴＰＰの基本的考え方 

  日程 場所 

第１回 2010年 3月 豪州 

第２回 2010年 6月 米国 

第３回 2010年10月 ブルネイ 

第４回 2010年12月 ＮＺ 

第５回 2011年 2月 チリ 

第６回 2011年 3月 シンガポール 

第７回 2011年 6月 ベトナム 

第８回 2011年 9月 米国 

第９回 2011年10月 ペルー 

第１０回 2011年12月 マレーシア 

第１１回 2012年 3月 豪州 

第１２回 2012年 5月 米国 

第１３回 2012年 7月 米国 

第１４回 2012年 9月 米国 

第１５回 2012年12月 ＮＺ 

第１６回 2013年 3月 シンガポール 

第１７回 2013年 5月 ペルー 

第１８回 2013年 7月 マレーシア 

第１９回 2013年 8月 ブルネイ 

首席 
交渉官 
会合 

2013年11月 米国 

2014年 5月 ベトナム 

2014年 7月 カナダ 

2014年 9月 ベトナム 

１９ 



４．石川県のＥＰＡ活用 

２０ 



海外を目指す中小企業は増益、規模も拡大 
経済産業省
作成資料 

２１ 



順位 HSコード 品   目 輸出額（百万円） 構成比 EPA税率（タイ） 

１ ８４、８５類 機械類、電気機器 97,116 46.0%    0％（一部例外２０％以下） 

２ ８６～８９類 輸送機器関連品 91,609 43.4% 0％（一部例外６０％以下） 

３ ７２～８３類 卑金属・同製品 10,271 4.9% 0％（一部例外２０％以下） 

４ ５０～６３類 紡織用繊維・製品 7,217 3.4% 0％（一部例外） 

順位 輸出先国 輸出額（百万円） 構成比 主な輸出品 関係FTA（括弧は交渉中） 

１ 米 国 43,511 20.6% 建設機械、NC旋盤など （TPP） 

２ 中 国 25,544 12.1% 繊維機械、プレス機械など （日中韓），（RCEP） 

３ インドネシア 16,320 7.7% 建設機械、プレス機械など 日尼EPA，（RCEP） 

４ インド 10,345 4.9% プレス機械、繊維機械など 日印EPA，（RCEP） 

５ タ イ 9,052 4.3% プレス機械、制御旋盤など 日タイEPA，AJCEP，（RCEP） 

①石川県の輸出品目構成（2012年） 

②石川県の輸出地域構成（2012年） 

（出典）石川県ホームページ 

石川県企業にとってのEPA 

既存のアジア諸国とのＥＰＡの活用で有利な海外展開が可能 
ＴＰＰ・日中韓ＦＴＡ・ＲＣＥＰ（東アジア地域包括的経済連携）の交渉に期待 

２２ 



 ５．外務省による日本企業の海外展開支援 

２０ 



（１）平成２５年１２月，支援体制を一層強化するため，省内に外務大臣を本部長とする 
  「日本企業支援推進本部」を設置。日本の経済成長に寄与する具体的成果につなげるべく， 
  日本企業の海外展開支援に係る外務省の取組について情報を集約・総括。 
 
（２）併せて，経済局に「日本企業支援室」を設置。本省・在外公館の取組の情報集約，広報・対外発信， 
  グッドプラクティスの共有，各種窓口業務等を省内各局・在外公館と連携して実施。 

 →①「日本再興戦略」において「国際展開戦略」がアクションプランの一つとして掲げられていること及び②昨年１月に発生した在アルジェリ 
   ア邦人に対するテロ事件の教訓を踏まえる形で，本年７月， 「日本企業の海外における活動支援のためのガイドライン」を改定。 

 
 

 
全ての在外公館に「日本企業支援窓口」を設置。 
 
日本企業支援担当官が，ＪＥＴＲＯ等の現地関係機関と 
連携しながら，個別企業からの相談・支援依頼などに 
積極的に対応。 
 

→２０１３年度の支援実績は計約３万６千件（前年度比３０％増） 

日本企業の海外展開支援は，日本経済の再生に資する経済外交の重要な柱の一つ。 
外務省は，アベノミクスの具体的成果に寄与すべく，関係省庁・機関等との緊密な連携の下， 
日本企業支援を推進。 

日本産ハマチＰＲレセプション 
（於：在イスラエル大使館） 

天皇誕生日祝賀レセプションに
おける日本製品 

（健康食材，家電等）ＰＲ 
（於：在インド大使館） 

１．日本企業支援推進本部・日本企業支援室の設置 

２．在外公館の「日本企業支援窓口」による支援 

日本企業の海外展開支援 

２４ 



• ＥＰＡの効果は、関税を撤廃・削減した品目の貿易量の増
加、サービス貿易や投資の自由化など。 

 

• 政府は多数のＥＰＡ交渉を同時に推進。サプライチェーンの
発達に伴い、広域ＦＴＡを重視。 

 

• 海外を目指す中小企業は増益、規模も拡大。ＥＰＡの活用で
有利に海外展開が可能。 

ポイント 
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